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議案第７７号

福岡市児童相談所条例の一部を改正する条例案

　上記の議案を提出する。

平成２９年２月２４日

福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

理由

　この条例案を提出したのは，児童福祉法の一部改正に伴い，児童相談所の業務に関する規

定について所要の改正を行う必要があるによる。

福岡市児童相談所条例の一部を改正する条例

　福岡市児童相談所条例（昭和４７年福岡市条例第３４号）の一部を次のように改正する。

　第２条中「法第１１条第１項第２号ロからホまで」を「法第１１条第１項第２号（イを除く。）

に掲げる業務，同項第３号」に改め，「掲げる業務」の次に「（広域的な対応が必要な業務を

除く。）」を加える。

　　　附　則

　この条例は，平成２９年４月１日から施行する。




